
平成３１年２月号掲載 

男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ４９  政策・方針決定過程への女性の参画の現況を教えて頂きたい。 

Ａ４９（１）各分野における「指導的地位」に占める女性の割合  

      社会のあらゆる分野において、２０２０年までに指導的地位※に女性が占め 

る割合を少なくとも３０％程度とする目標を設定し、取組を進めており、その 

水準は依然として低いものの、３０％を達成している分野もできています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合（国際比較） 

   就業者に占める女性割合に比べ、管理的職業従事者に占める女性の割合は、 
国際的に見て低い水準にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

出所：内閣府 男女共同参画局 


